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令和４年度児童館の事業計画（案）について 

 

１ 児童館とは 

 児童館は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく児童厚生施設で、遊びを通

して子どもたちの健やかな成長を図り、情操を豊かにすることを目的とした施設です。 

 

２ 小平市の児童館 

 

名 称 開設年月日 所在地 規 模 備 考 

花小金井南 

児童館 

Ｈ１４．２．１ 花小金井南町 

３－３－１７ 

３１８．１６㎡ 

（児童館部分） 

花小金井南地域 

センターに併設 

小川町二丁目 

児童館 

Ｈ１９．２．２ 小川町 

２－１１５４ 

４４７．７８㎡ 

（児童館部分） 

小川町二丁目地域 

センターに併設 

小川町一丁目 

児童館 

Ｈ２５．３．１５ 小川町 

１－３０４５ 

４６５．１７㎡ 

（児童館部分） 

小川町一丁目地域 

センターに併設 

 

３ 管理・運営 

 （１）児童館指定管理者：株式会社 明日葉 

 （２）指定管理期間：平成３０年４月１日～令和５年３月３１日（５年間） 

 

４ 令和４年度児童館の事業 

   乳幼児対応事業…年齢別乳幼児親子クラス、プラレールの日、父親向け行事 

           食育広場、親子体操、親子リトミック、ベビーマッサージなど 

   小学生対応事業…工作、折り紙教室、カプラの日、実行委員活動（クリスマス会など）、

スポーツ活動、レクリエーションなど 

   中高生対応事業…ティーンズタイム、バスケットボール大会、卓球大会、 

           中高生のための乳幼児ふれあい教室など 

 

５ 令和４年度児童館の行事 

（１）新たに実施する行事 

   ・小川町一丁目児童館にて中高生世代を対象とし、居場所づくりやスポーツ活動を目的に

した「おがレク Teens」を実施。夕方以降の部屋の予約制の貸し出しを行う。 

   ・小川町二丁目児童館にて小学生利用者を対象とし、児童館の利用に対して子どもが意見

を述べる場の提供を目的に「子ども会議」を実施。 

   ・小川町二丁目児童館及び一丁目児童館において、近隣公園でレクレーションを中心とし

た外遊び活動「あおぞら児童館」（仮称）を実施。 

   

（２）引き続き実施する行事 

・親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」（ＢＰプログラム）・「きょうだいがう

まれた！」（ＢＰ２プログラム）を、それぞれ花小金井南児童館（２回）、中央公民館（２



  

 

- 2 - 

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ８ 日 

子ども・子育て審議会資料① 

回）で実施。※BP は１期毎に４週連続講座、BP２は１期毎５週連続講座。BP・BP2

合わせ年間計３６回実施。 

・花小金井南児童館では、地域協力者による昔遊び・しめ縄作り・おもちつき会を実施。

小川町一丁目児童館でも、昔遊びを実施。 

   ・子育て・親育ち講座を、３館でそれぞれ２回実施。 

・館内に常設する子ども広場の活動の一環で、多世代交流事業として壁面制作を３館で実

施。乳幼児～中高生世代までが協力して毎月の壁面を作成。 

   ・指定管理者（株式会社明日葉）所属の栄養士による食育（離乳食）講座を、３館でそれ

ぞれ２回実施。（花小金井南児童館では、栄養指導に詳しい地域協力者による「食育広

場」を毎月実施しており、今後も実施していく。） 

   ・「スポーツで元気」を３館とも年間１２回実施。 

 

（３）その他の行事 

   ・季節ごとの行事及び特別行事…豆まき、ひなまつり、夏まつり、お化け屋敷、 

                  ハロウィン、クリスマス会など 

                  ※飲食については要検討 

   ・館外での行事・活動…地域クリーン活動、合同ドッチビー大会、合同遠足など 

   ・出張児童館（in中央公民館） 

 

6 感染症拡大防止対策 

  利用時間や利用方法、受付方法を変更し、三密を避ける利用制限（人数制限・時間制限・館

内換気）を設け開館。職員の出勤前・出勤時の検温、マスク着用及び手指消毒の徹底をしつつ、

利用者にも入館時の手洗い・消毒及び検温に協力いただき、感染症防止対策に取り組み運営。  

また、情勢を見つつ、開館方法を定めて利用ルールを設定する。 

 

（１）利用時間について 

   ・消毒時間として 12：00～13：00を消毒・換気時間として利用休止 

   ・優先利用時間を設け、各世代を区分しての利用。優先時間外も利用可。 

   ・１回の利用を９０分に制限 

（２）利用方法について 

   ・受付時の検温。入館退館時刻の記録。 

   ・館内飲食の中止。 ※水分補給は除く 

   ・１時間毎の換気の徹底。 

   ・遊具の消毒の徹底。 

（３）行事について 

   ・大型行事以外は基本的に行事を実施。 

   ・ランチタイムの中止。 
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参 考 

児童館利用者数    

※以下の期間は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休館した。 
令和元年度３月 ２日（月）～３月３１日（火） ３０日間 
令和２年度４月 １日（水）～６月２１日（日） ８２日間 
令和３年度４月２７日（火）～５月１１日（火） １５日間 

 

 

 

 

名 称 ３０年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

(1月末現在) 

花小金井南児童館 47,204 41,843 11,835 15,437 

 乳幼児 16,936 15,377 4,286 5,983 

小学生 12,099 9,921 2,557 3,080 

中学生 1,441 1,530 564 254 

高校生 292 159 30 64 

保護者 16,436 14,356 4,398 6,056 

小川町二丁目児童館 37,959 34,867 15,903 25,701 

 乳幼児 8,687 8,725 4,663 7,238 

小学生 17,707 14,946 5,671 9,658 

中学生 1,612 1,531 794 1,891 

高校生 334 310 105 178 

保護者 9,619 9,355 4,670 6,736 

小川町一丁目児童館 45,707 39,243 11,098 22,236 

 乳幼児 11,201 9,927 2,850 4,702 

小学生 18,071 14,959 4,433 10,164 

中学生 4,204 3,157 377 1,363 

高校生 446 598 279 641 

保護者 11,785 10,602 3,159 5,366 

合 計 130,870 115,953 38,836 63,374 


